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平成３０年度さじアストロパーク開・休館日及び開館時間の設定について 

 

 

平成３０年度さじアストロパーク開・休館日及び開館時間は、原則として「鳥取市さじア

ストロパークの設置及び管理に関する条例施行規則」第２条（休館日及び開館時間）により

ますが、次の日については特例として定めたいと考えます。 

 

１ 休館日を開館日とする日 

８月６日(月)、８月１３日(月)、８月１４日(火) 

８月前半期間の来館需要による開館とします。 

 

２ 開館日を休館日とする日 

５月８日(火)、５月９日(水)､７月１８日(水)、８月２１日(火)、８月２８日(火)、 

８月２９日(水)、９月１９日(水)、９月２６日(水)、１０月１０日(水)、 

１１月２７日(火)、１２月２６日(水)、１月１６日(水)、２月１３日(水) 

祝日開館及び夏期営業に伴う休日調整の為代替休館とします。 

 

３ 開館時間を午後５時までとする日 

１２月２８日(金) 御用納め（館内清掃を実施） 

１月４日(金)   仕事始め（機器類の始動点検を実施） 

２月１１日(月)  雪まつり（館内清掃を実施） 

 

４ 開館時間を午後１１時までとする日 

８月１１日(土)  流れ星の観察会を実施 

８月１２日(日)  流れ星の観察会を実施 

 

 

 

 

１０月定例教育委員会 説明資料 

月 日 平成２９年１０月  日 

担当課 生涯学習･スポーツ課 さじアストロパーク



 

 

休館日 (　) 祝祭日

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 (3) (4) (5)

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

４月 15 16 17 18 19 20 21 ５月 13 14 15 16 17 18 19

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

29 (30) 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

６月 10 11 12 13 14 15 16 ７月 15 (16) 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 (11) 2 3 4 5 6 7 8

８月 12 13 14 15 16 17 18 ９月 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 (17) 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 (24) 25 26 27 28 29

30

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 1 2 (3)

7 (8) 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

10月 14 15 16 17 18 19 20 11月 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 (23) 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

平成３１年（２０１９年）
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 (1) 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

12月 9 10 11 12 13 14 15 １月 13 (14) 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

23 (24) 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31

30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2

3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

２月 10 (11) 12 13 14 15 16 ３月 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 (11) 22 23

24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30

31

平成３０年度 鳥取市さじアストロパーク開・休館日（案）

平成３０年（２０１８年）

休館日を開館日とする日・・・・・・・・ 

開館日を休館日とする日・・・・・・・・ 

開館時間を午後５時までとする日・・・・ 

開館時間を午後１１時までとする日・・・ 


